
「外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ，もって在留外国人の公正な管理に資すること」

（外国人登録法第１条）

市区町村（法定受託事務）

【外国人登録の目的】

９０日以上滞在の外国人
（不法滞在者も対象）

申請書
写真・署名
旅券

法務省入国管理局

登録証明書を交付

報告

常時携帯義務
（１６歳未満は免除）

登録原票
→各市区町村で保管

げ
原票げ

原票げ
原票げ

原票原票

技術的助言等

他の機関

照
会

回
答

国の機関

約１,800市区町村

登録申請（申請に基づき登録）

引替交付申請 再交付申請

紛失した場合

確認（切替）申請

定期的に登録の内容が
正しいかどうか確認

新しい登録証明書
の交付

新しい登録証明書
の交付 最新情報が記載された

登録証明書を交付

き損・汚損の場合
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